
第９埼玉県高齢者支援計画の一部改正（案）

１ 計画一部改正の趣旨

（根拠、計画の位置づけ）
○ 埼玉県高齢者支援計画は、介護保険法第118条に基づく介護保険事業支援計画、老人福祉法第20条の9に基づく老人福祉計画及び共生社会の実現を推進するための認知症基本法
第12条に基づく認知症施策推進系計画として定める本県における高齢者の総合計画であり、埼玉県５か年計画の分野別の計画に位置付けられる。

〇 国の指針（介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針）において、都道府県介護保険事業支援計画は、都道府県計画との整合性を確保するもの
とされている。

〇 第３章 第１節 ２ 就業の支援

２ 変更内容

■シニア活躍推進宣言企業のうち70歳
以上の高齢者が働ける制度のある企業
の数
（定年の廃止や定年・継続雇用の年齢延長、
働きやすい職場環境づくりなどを進めるこ
とを企業等に宣言し、県が認定した企業）

 ≪現状値≫ ≪目標値≫
  1,534社  2,200社
  (令和4年度末)   (令和8年度末)

〇 第３章 第１節 ３ 暮らしの安心・安全の確保

■県内ノンステップバス導入率

 ≪現状値≫ ≪目標値≫
  83.1%     85.0%

 (令和4年度末)  (令和6年度末)

■サービス付き高齢者向け住宅の供給
戸数

≪現状値≫ ≪目標値≫
 17,782戸   26,600戸
 (令和4年度末)   (令和12年度末)

〇 第３章 第２節 ４ 高齢者の住まいの確保とまちづくり

■サービス付き高齢者向け住宅の供給
戸数
 
≪現状値≫ ≪目標値≫
 18,308戸   18,600戸
 (令和5年度末)   (令和11年度末)

■県内ノンステップバス導入率

   ≪現状値≫    ≪目標値≫
 89.1%    95.0%
 (令和6年度末)  (令和11年度末)

（趣旨）
○ 埼玉県５か年計画の中間見直しや第３期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定等に伴い、第９期高齢者支援計画に掲載している指標の一部を変更する。

5か年計画
まち・ひと・しごと

■シニア活躍推進宣言企業のうち70歳
以上の高齢者が働ける制度のある企業
の数
（定年の廃止や定年・継続雇用の年齢延長、
働きやすい職場環境づくりなどを進めるこ
とを企業等に宣言し、県が認定した企業）

 ≪現状値≫ ≪目標値≫
  1,534社  1,800社
  (令和4年度末)   (令和8年度末)

■「お達者訪問事業」の訪問世帯数
（民生委員、交通安全母の会会員が、高齢
者世帯を訪問し、交通安全のほか、振り込
め詐欺や悪質商法の被害防止について継続
して注意喚起する）

 ≪現状値≫  ≪目標値≫
  単身・夫婦・ 単身・夫婦

 高齢者全世帯  高齢者全世帯
    (令和4年度)    (令和6年度)

防犯のまちづくり推進計画

■「お達者訪問事業」の訪問世帯数
（民生委員、交通安全母の会会員が、高齢
者世帯を訪問し、交通安全のほか、振り込
め詐欺や悪質商法の被害防止について継続
して注意喚起する）

 ≪現状値≫  ≪目標値≫
  単身・夫婦・ 単身・夫婦

 高齢者全世帯  高齢者全世帯
   (令和5年度末)  (令和11年度末)

まち・ひと・しごと

⇒ 埼玉県5か年計画の中間見直しに合わせて、目標値を変更

⇒ 埼玉県防犯のまちづくり推進計画（R7～R11）に合わせて、現状値及び目標値を変更

⇒ 第３期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略（R7～R11）に合わせて、現状値及び
目標値を修正

⇒ 第３期埼玉県まち・ひと・しごと創生総合戦略（R7～R11）に合わせて、現状値及び
目標値を修正
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